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良好な景観づくり 

（１）景観形成基準などの適用 

景観計画区域において良好な景観づくりを進めるために、建築物の建築等や工作物の建設等

の行為に対して、望ましい方向へ景観の誘導を図ることが求められます。この景観誘導のため

に、行為の全体構想を検討するための景観づくりの視点（行為の全体構想を検討するための視

点）と、具体的な行為の計画に応じた景観形成基準を定めます。 

景観形成基準は、配慮事項と色彩基準から構成され、それぞれ建築物の建築等や工作物の建

設等などの各行為に適用します。 

なお、市全域が景観計画区域であるため、行為の種類や規模にかかわらず、すべての行為に

ついて、景観に配慮することが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）届出及び事前協議などの手続き 

建築物の建築等、工作物の建設等のうち、一定の規模の行為については、景観法及び所沢市

ひと・まち・みどりの景観条例に基づき、届出及び事前協議などの手続きが必要です。（詳しく

は P47 を参照してください。） 

  

第４章 

良好な景観づくりのための 
行為の基準 

 
 

１ 景観誘導の考え方 

景観づくりの視点 
全体構想を検討する
ための視点を提示し
ます。 

 

 

景観形成基準 
各行為に対する具体
的な配慮事項・色彩
基準を提示します。 

 

配慮事項 P34 

色彩基準 P42 

視点１ 周辺の景観や景観資源の保全・活用 
視点２ 周辺からの見え方への配慮 
視点３ 地域への貢献 
視点４ 時間の経過への配慮 

■景観誘導の考え方 
景観計画区域における行為 

建築物の建築等 工作物の建設等 

全体構想の検討 

住居系市街地景観ゾーン 
商業系市街地景観ゾーン 
工業・産業系市街地景観ゾーン 
農地・丘陵地景観ゾーン 

ゾーン別 
事項 

 

共通 
事項 

 



 

 

28 

 

 

周辺の景観資源の把握 

周辺からの見え方の確認 

周辺との関わりへの配慮 

みどりとの関わり 

街並みとの関わり 

道路・歩行者 
との関わり 

２ 景観づくりの視点 

建築行為等の企画構想段階において、計画地周辺の景観状況を把握し、周辺との関わりなど

を検討するためのポイントを示した景観づくりの視点を設定します。 

景観づくりの視点は、各行為に共通で、共通事項と景観ゾーン別事項を企画構想における自

己チェックとして活用し、それぞれの視点を踏まえ、周辺景観の読み取りや周辺への配慮（調

和・貢献等）を通して、施設全体の計画を構想するものとします。 
 

（１）景観づくりの視点（共通事項）―各景観ゾーンに共通する視点 

視点１ 周辺の景観や景観資源の保全・活用 
周辺の景観の特性や、みどり、河川、眺望などのとことこ景観資源を含む景観上重要な要素を守

り、活かす計画を構想します。 

 みどりや歴史的資源などのとことこ景観資源がある場合

は、それらを活かした計画を構想する。 

 地形の起伏を活かし、地域の景観を大きく変えない造成計

画とする。 

 

視点２ 周辺からの見え方への配慮 
遠景・中景や近景、それぞれの見え方や、施設の計画によって周辺の景観がどのように変化する

かを予想し、全体として調和のとれた景観づくりを構想します。 

 計画地が周辺からどのように見えるかを確認し、調和のと

かかれた計画を構想する。 

 道路や交差点からの見え方に配慮し、違和感や圧迫感を与

えないよう配慮する。 

 計画している施設（建築物・工作物・塀・柵・舗装など）

の全体の調和を図るよう検討する。 
 

視点３ 地域への貢献 
みどりやにぎわいの創出など、地域のまちづくりに寄与する景観づくりを構想します。 

 景観ゾーン、景観軸や景観核などの景観づくりの方針の実

現に寄与する計画を構想する。 

 在来種や周辺の植生に配慮し、みどりの連続性をつくり出

すよう配慮する。 

 道路に面する部分では、多様なみどりの創出や歩行者にう

るおいややすらぎを与えるよう検討する。 

 地域の景観まちづくりの活動に配慮する。 
 

視点４ 時間の経過への配慮 
一日の時間や天候の変化、四季の移ろいといった時間の経過に対する配慮や、時間の積み重ねに

よって、より良くなる景観づくりを構想します。 

 景観ゾーンや地域にふさわしい夜間の景観づくりを検討

する。 

 四季の移り変わりを活かした計画を構想する。 

 みどりや施設・設備などの日常的なメンテナンスに配慮し、

良好な景観の維持を図るよう検討する。 

 みどりの生長や素材の経年変化などを考慮した計画を構

想する。  

四季・天候 
の変化 

みどりの生長 
日常の 

メンテナンス 

時刻の変化 
（夜間景観） 

経年の変化 
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道路からの 
見え方への配慮 

みどりのつながりの確保 

四季の移り変わりが楽しめる 
みどりの創出 

（２）景観づくりの視点（景観ゾーン別事項）―共通事項の各景観ゾーンへの展開イメージ 

住居系市街地景観ゾーン 

 住宅地としての落ち着きややすらぎがあり、周辺の街並みやみどり

から突出しない計画を構想する。 

 狭山丘陵一帯では、みどりを背景とした周辺からの見え方に配慮

し、周辺から突出しない計画を構想する。 

 計画地周辺の街並み景観と道路際の景観の向上を図るよう配慮す

る。 

配慮する必要がある 
主な景観資源 

 住宅地 

 河川・水路沿い 

 幹線道路沿道・街路樹 

 平地林などのみどり 

 狭山丘陵の地形やみどり 

 寺社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

街並みのつながりへの配慮 

みどりの保全・活用 

周辺からの見え方への配慮 みどりの創出 

周辺からの見え方への配慮 

丘陵のみどりの稜線の保全 

道路景観軸 
 

道路景観軸に 
ふさわしい街並みづくり 

 

道路に面する部分の 
みどりの創出 
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桜並木 
壁面の後退 

影が落ちない位置・形態に 
配慮し景観資源を活かす 
（暗い水辺をつくらない） 

みどりの創出や 
オープンスペースの確保 東川など 

まちかどの表情づくり 

隣接地と連携した 
オープンスペースの 
確保と活用 

通り抜けルートの確保 

商業系市街地景観ゾーン 

 まちの顔や玄関となる駅周辺にふさわしい風格や秩序のある計画

を構想する。 

 駅周辺では、低層部のにぎわいのある表情をもったしつらえとする

とともに、歩行者の回遊性を生み出すルートや広場などのオープン

スペースの確保を図るよう配慮する。 

 にぎわいを創出するよう、オープンスペースの利活用や他のオープ

ンスペースとの連携などを考慮する。 

 中心市街地の東川沿いにおいては、川沿いにオープンスペースの確

保を図るよう検討する。 

配慮する必要がある 
主な景観資源 

 駅前広場周辺 

 駅前通り 

 幹線道路沿道・街路樹 

 東川沿い 

 寺社 

 住宅地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東川 

みどりの創出や 
オープンスペースの確保 

回遊性の確保 

オープンスペース 
の確保 

低層部のにぎわいのある 
表情のつながり 

秩序のある街並みのつながりへの配慮 

みどりの創出 

道路からの 
見え方への配慮 

魅力のある 
夜間景観づくり 
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工業・産業系市街地景観ゾーン 

 農地や屋敷林・平地林などのみどりが背景となっている景観と調和

するよう、地形やみどりを保全した計画を構想する。 

 計画地周辺の街並み景観と道路際の景観の向上を図るよう配慮す

る。 

 計画する施設相互の関係を整え、まとまりのある街並み景観づくり

を構想する。 

配慮する必要がある 
主な景観資源 

 平地林・斜面林などの 

樹林地 

 農地 

 河川・水路沿い 

 幹線道路沿道・街路樹 

 寺社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

みどりのつながりの確保 

周辺の植生と調和する 
みどりの創出 

 

みどりの保全 
 

周辺からの 
見え方への配慮 

みどりへの眺めを 
確保する 

平地林などの保全 
 

平地林などの保全 
 

位置に配慮し 
景観資源を活かす 

 

平地林などの保全 
 

影が落ちない位置・形態に
配慮し景観資源を活かす 
（暗い道をつくらない） 

みどりの創出や 
オープンスペースの確保 

みどりのつながり
の確保 

交差点部分のしつらえを整え、 

魅力あるまちかどをつくる 

みどりの創出やオープン
スペースの確保
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みどりのつながりの確保 

周辺からの 
見え方への配慮 

周辺の植生と調和する 
みどりの創出 

 

みどりの保全 
 

農地・丘陵地景観ゾーン 

 農地や屋敷林・平地林などのみどりが主体となっている景観と調和

するよう、地形やみどりを保全した計画を構想する。 

 狭山丘陵一帯では、みどりを背景とした周辺からの見え方に配慮

し、周辺から突出しない計画を構想する。 

 計画地周辺の街並み景観と道路際の景観の向上を図るよう配慮す

る。 

配慮する必要がある 
主な景観資源 

 平地林・斜面林などの 

樹林地 

 農地 

 三富新田・くぬぎ山 

 狭山丘陵の地形やみどり 

 河川・水路沿い 

 幹線道路沿道・街路樹 

 寺社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

周辺からの 
見え方への配慮 

丘陵のみどりの稜線の保全 みどりの稜線から 
突出しない 

丘陵のみどりの保全 

斜面林の保全 

周辺からの見え方 
への配慮 

柳瀬川など 

みどりのつながりの確保 
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３ 景観形成基準 

建築物の建築等及び工作物の建設等の行為別に、景観形成基準（配慮事項と色彩基準）を定

めます。 

建築物のうち、景観に影響を与える大規模な工場・倉庫等を工業・産業系大規模建築物とし

て位置づけ、その建築等に対しては特化した景観形成基準を定めます。 

 

■工業・産業系大規模建築物の定義 

 

 

 

■景観形成基準の構成と適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※建築物の建築等と共通 

工場・倉庫等の建築物で、建築面積が3,000 ㎡以上のもの又は高さが 10mを超えるもの 

景観形成基準の適用（審査の対象） 

① 建築物の建築等 

③ 工業･産業系大規模 
建築物の建築等 

 配慮事項（各景観ゾーン） 

 

 色彩基準（各景観ゾーン） 

 

② 工作物の建設等 

色彩基準※（各景観ゾーン） 

 

住居系市街地景観ゾーン 

Ｐ34 

住居系市街地景観ゾーン 

P43 

商業系市街地景観ゾーン 

Ｐ35 

商業系市街地景観ゾーン 

P43 

農地・丘陵地景観ゾーン 

Ｐ37 

農地・丘陵地景観ゾーン 

P44 

色彩基準 
（各景観ゾーン共通） 

Ｐ45 

配慮事項 
（各景観ゾーン共通） 

Ｐ39 

配慮事項 
（各景観ゾーン共通） 

Ｐ38 

住居系市街地景観ゾーン 

P43 

農地・丘陵地景観ゾーン 

P44 

工業･産業系市街地景観ゾーン 

Ｐ36 

工業･産業系市街地景観ゾーン 

P44 

商業系市街地景観ゾーン 

P43 

工業･産業系市街地景観ゾーン 

P44 
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（１）配慮事項 

① 建築物の建築等の配慮事項 

建築物の建築等は、各景観ゾーンの配慮事項を遵守するものとします。なお、工業・産業系大

規模建築物に該当する場合は、P39 の配慮事項が適用されます。 

 

■建築物の建築等の配慮事項（住居系市街地景観ゾーン） 

配慮事項 

配置 

 とことこ景観資源と調和させる。 

 壁面の位置の連続性や隣棟間隔の確保等、周辺の街並みと調和させる。 

 既存の樹木は、できるだけ残すような建築物の配置とする。 

外壁・屋根等 

 外壁は、分節化するなどし、圧迫感を抑え、単調にならないようにする。 

 外壁・屋根等の素材等は、周辺の街並みやみどりと調和させる。 

 屋根又は軒の高さは、周辺の街並みとの連続性をつくる。 

 中高層建築物は、遠景・中景からの見え方を工夫する。 

屋外設備等  建築物との一体化やルーバー等の設置など、周囲からの見え方を工夫する。 

外構・植栽 

 道路や河川等に面する部分は植栽を設ける。 

 工業・産業系建築物の敷地の外周部は、中高木の植栽等により、緩衝緑地を

設ける。 

屋外広告物  屋外広告物は、大きさや形をそろえ、設置位置を集約する。 

照明 
 屋外に設置する照明は、周辺に影響しないよう工夫し、点滅する光源は使用

しないものとする。 

色彩 

 周辺の建築物等の色彩を考慮し、街並みやみどりと調和させる。 

 主要な部分は、暖色系の低彩度の色彩を基本とし、みどり豊かな住宅地に調

和し、穏やかで落ち着きの感じられる色彩とする。 

 外壁の色彩は、基調色と補助色の配色のバランスを整える。 

 商業系建築物、工業・産業系建築物の基調色は、彩度（鮮やかさ）を抑える。 

 

■景観づくりのイメージ 

 

 

 

① 

① 

 

 

 

 

 

 

  

ルーバー等による 
屋外設備の遮へい 

道路沿いのみどりの創出 

立体駐車場の修景 

駐輪場の修景 

周辺の街並みと調和
するポールの色彩 

道路沿いのみどりの創出 

駐車場の緑化 

圧迫感を与えず単調 

にならない外壁 

既存の樹木の活用 

周辺の街並みやみどりと 
調和する外壁の素材及び
暖色系の低彩度の色彩 

大きさや形をそろえ、
設置位置を集約した 
屋外広告物 

商業系建築物の彩度
を抑えた基調色 

周辺の街並みに圧迫感
を与えない配置 

点滅する光源は
使用しない 
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■建築物の建築等の配慮事項（商業系市街地景観ゾーン） 

配慮事項 

配置 

 とことこ景観資源と調和させる。 

 壁面の位置の連続性や隣棟間隔の確保等、周辺の街並みと調和させる。 

 中高層建築物は、敷地に植栽を設けて圧迫感を抑える。 

外壁・屋根等 

 外壁は、分節化するなどし、圧迫感を抑え、単調にならないようにする。 

 外壁・屋根等の素材等は、周辺の街並みと調和させる。 

 駅周辺や幹線道路沿いの建築物は、道路との間に間隔を設け、低層部は、そ

れぞれの用途に応じたにぎわいの演出を行う。 

 屋根又は軒の高さは、周辺の街並みとの連続性をつくる。 

 中高層建築物は、遠景・中景からの見え方を工夫する。 

屋外設備等  建築物との一体化やルーバー等の設置など、周囲からの見え方を工夫する。 

外構・植栽 

 交差点に面する部分は、まちかどを特徴づけ、にぎわいを生み出す工夫をす

る。 

 道路や河川等に面する部分は植栽を設ける。 

屋外広告物  屋外広告物は、大きさや形をそろえ、設置位置を集約する。 

照明 
 屋外に設置する照明は、周辺に影響しないよう工夫し、点滅する光源は使用

しないものとする。 

色彩 

 周辺の建築物等の色彩を考慮し、街並みと調和させる。 

 主要な部分は、暖色系の低彩度の色彩を基本とし、商業地らしいにぎわいや

活気が感じられる色彩とする。 

 外壁の色彩は、基調色と補助色の配色のバランスを整える。 

 

 

■景観づくりのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
まちかどを特徴づけ、にぎわいを生み

出すオープンスペースの創出と活用 大きさや形をそろえ、設置位置
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道路沿いのみどりの創出 
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を与えない配置 
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■建築物の建築等の配慮事項（工業・産業系市街地景観ゾーン） 

配慮事項 

配置 

 とことこ景観資源と調和させる。 

 壁面の位置の連続性や隣棟間隔の確保等、周辺の街並みと調和させる。 

 既存の樹木は、できるだけ残すような建築物の配置とする。 

外壁・屋根等 

 外壁は、分節化するなどし、圧迫感を抑え、単調にならないようにする。 

 外壁・屋根等の素材等は、光沢のある素材、反射する素材等の使用を避け、

周辺のみどりと調和させる。 

 屋根又は軒の高さは、周辺の街並みやみどりとの連続性をつくる。 

 中高層建築物は、遠景・中景からの見え方を工夫する。 

屋外設備等  建築物との一体化やルーバー等の設置など、周囲からの見え方を工夫する。 

外構・植栽 

 道路や河川等に面する部分は植栽を設ける。 

 工業・産業系建築物の敷地の外周部は、中高木の植栽等により、緩衝緑地を

設ける。 

 敷地内の資材置き場等の周囲には、周辺と調和する塀・柵や植栽の設置等に

より、調和を図るよう工夫する。 

屋外広告物 

 壁面に表示する屋外広告物は、企業名の表示等、必要最小限の数・大きさと

するとともに、大きさや形をそろえ、設置位置を集約する。 

 独立して設置する屋外広告物は、必要最小限の大きさとし、広告面とともに

ポール等の工作物の色彩に配慮する。 

照明 
 屋外に設置する照明は、周辺に影響しないよう工夫し、点滅する光源は使用

しないものとする。 

色彩 

 主要な部分は、極端な高明度及び低明度の色彩の使用を避けるとともに、彩

度（鮮やかさ）を抑え、周囲のみどりと調和させる。 

 外壁の色彩は、基調色と補助色の配色のバランスを整える。 

 周辺のみどりとなじみ、街並みと調和するよう、屋根や外壁、その他の工作

物、舗装等は、穏やかなやすらぎの感じられる低彩度色とする。 

 

 

■景観づくりのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

周辺のみどりと調和する 
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による緩衝緑地 

圧迫感を与えず単調 
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まとまりのある 
形態・色彩 

道路際の緑化や 
オープンスペース 
の確保 

既存の樹木の活用 

ルーバー等による 
屋外設備の遮へい 

ルーバー等による 
太陽光パネルの遮へい 

外周部や駐車場の 

中高木によるみど 

りの創出 

資材置き場等の周辺と調和
する塀・柵や植栽地の設置 

最小限の数、大きさに
よる企業名の表示 周辺の平地林等の 

みどりと調和した規模 

点滅する光源は
使用しない 
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■建築物の建築等の配慮事項（農地・丘陵地景観ゾーン） 

配慮事項 

配置 

 とことこ景観資源と調和させる。 

 現状の地形を活かした土地利用に努め、造成による地形の変更は最小限にと

どめる。 

 既存の樹木は、できるだけ残すような建築物の配置とする。 

外壁・屋根等 

 外壁は、分節化するなどし、圧迫感を抑え、単調にならないようにする。 

 外壁・屋根等の素材等は、周辺のみどりと調和させる。 

 屋根又は軒の高さは、周辺の街並みやみどりとの連続性をつくる。 

屋外設備等  建築物との一体化やルーバー等の設置など、周囲からの見え方を工夫する。 

外構・植栽 

 道路や河川等に面する部分は植栽を設ける。 

 工業・産業系建築物の敷地の外周部は、中高木の植栽等により、緩衝緑地を

設ける。 

屋外広告物  屋外広告物は、大きさや形をそろえ、設置位置を集約する。 

照明 
 屋外に設置する照明は、周辺に影響しないよう工夫し、点滅する光源は使用

しないものとする。 

色彩 

 みどり等の景観資源となじむよう、穏やかなやすらぎの感じられる色彩とす

る。 

 主要な部分は、極端な高明度及び低明度の色彩の使用を避け、周囲のみどり

と調和させる。 

 外壁の色彩は、基調色と補助色の配色のバランスを整える。 

 商業系建築物、工業・産業系建築物の基調色は、彩度（鮮やかさ）を抑える。 

 

 

■景観づくりのイメージ 
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造成による地形の変更 

は最小限にとどめる 

工作物・屋外広告物の 

ポールの色彩の配慮 

既存の樹木の活用 

点滅する光源は
使用しない 

ルーバー等による 
屋外設備の遮へい 

周辺の街並みやみどりと調和する外壁・屋根の素材
及び、みどりとなじみ、彩度を抑えた基調色 
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造成による地形の変更
は最小限にとどめる 

緩衝緑地の確保 
道路沿いの既存の 
みどりの保全 

周辺のみどりの創出 

周辺と調和する 

広告物の色彩 

 

周辺から突出 

しない高さ 

 

周辺のみどりと 

調和する色彩 

 

② 工作物の建設等の配慮事項 

工作物の建設等の配慮事項は、各景観ゾーン共通で適用します。 

 

■工作物の建設等の配慮事項（各景観ゾーン共通） 

配慮事項 

配置 

 とことこ景観資源と調和させる。 

 現状の地形を活かした土地利用に努め、造成による地形の変更は最小限にと

どめる。 

 敷地の外周部には緩衝緑地を設ける。 

素材・形態 

 形態及び高さは、周辺の街並みやみどりと調和させる。 

 外観は、デザインによる分節化を図り、単調にならないようにする。 

 外観を構成する素材及び色彩等は、周辺の街並みやみどりと調和させる。 

屋外広告物  屋外広告物は、大きさや形をそろえ、設置位置を集約する。 

照明 
 付属する照明は、周辺に影響しないよう工夫し、点滅する光源は使用しない

ものとする。 

色彩 
 「建築物の建築等の配慮事項」の各景観ゾーンの「色彩」欄に記載されてい

る事項に則った色彩とする。 

緑化  敷地内の緑化を図る。 

 

■景観づくりのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緩衝緑地の確保 
背後のみどりと 
調和する色彩 

敷地内の 
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周辺の景観への影響をできる限り 
抑える配置とする 
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③ 工業・産業系大規模建築物の建築等の配慮事項 

工業・産業系大規模建築物は、周辺の景観に影響があるため、特化した景観形成基準を定め、

景観誘導を図るものとします。 

工業・産業系大規模建築物の建築等の配慮事項は、各景観ゾーン共通で適用します。 

 

■工業・産業系大規模建築物の建築等の配慮事項（各景観ゾーン共通） 

配慮事項 

配置 

 各景観ゾーンの配慮事項における「配置」欄に記載されている事項に則っ

た配置とする。 

 敷地境界から後退した配置とする。 

外壁・屋根等 

 光沢のある素材、反射する素材の使用や、過度なパターン・柄等による壁

面構成は避ける。 

 壁面の後退や分節・分割、屋根の形状の工夫等により、長大で単調な壁面

構成は避けるとともに、圧迫感を与えない壁面構成とする。 

 複数の施設を計画している場合は、施設群のまとまりや統一感のある形

態・色彩とする。 

屋外設備等 

 建築物との一体化やルーバー等の設置による遮蔽等により、目立たないよ

う工夫する。 

 屋根に太陽光パネルを設置する場合は、低反射の素材の使用や目立たない

位置、色彩とする。 

外構・植栽 

 道路や河川等に面する部分は、みどりの創出やオープンスペースの確保等

を図る。 

 敷地境界に塀・柵等を設ける場合は、落ち着きのある色彩のものとする。 

 擁壁や法面を設置する場合は、圧迫感を与えないよう、形態の分節・分割

や表面の仕上げを工夫する。 

 敷地の外周部は、中高木の連続した植栽等により緩衝緑地を設ける。 

 敷地内の資材置き場等の周囲には、周辺と調和する塀・柵や植栽の設置等

により、調和を図るよう工夫する。 

屋外広告物 

 壁面に表示する屋外広告物は、企業名の表示等、必要最小限の数・大きさ

とするとともに、大きさや形をそろえ、設置位置を集約する。 

 外壁を大きく使った電光やデジタルサイネージ等による表示は避ける。 

 独立して設置する屋外広告物は、必要最小限の大きさとし、広告面ととも

にポール等の工作物の色彩に配慮する。 

照明 
 屋外に設置する照明は、照度等が周辺に影響しないよう工夫し、点滅又は

動光による光源は使用しない。 

色彩 

 主要な部分は、極端な高明度及び低明度の色彩の使用を避け、周囲のみど

りと調和させる。 

 周辺のみどりとなじみ、街並みと調和するよう、屋根や外壁、その他の工

作物、舗装等は、穏やかなやすらぎの感じられる低彩度色とする。 

 強調色を使用する場合は、節度あるものとなるよう配慮し、できるだけ低

層部に集約する。 

 外壁の基調色に複数の色を使用する場合は、明度差をできるだけ抑える。 
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■景観づくりのイメージ 
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■景観づくりのイメージ 
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（２）色彩基準（勧告・変更命令基準） 

色を客観的・具体的に示す方法として、マンセル表色系（JIS Z 8721）を採用し基準を定め

ます。届出対象行為が色彩基準に適合しない場合は、勧告・変更命令の対象となります。 

 

●外壁等の色彩（基調色・補助色・強調色） 

建築物の外壁等及び工作物の外装等（以下「外壁等」といいます。）の色彩を色彩基準の表（P43

～45）のとおりとします。 

 

外壁等の色彩面積比の考え方 

基調色 外壁等の各面の 4/5 以上は、基調色の基準に適合した色彩とします。 

補助色 
外壁等を豊かに演出する場合には、外壁等の各面の 1/5 以下で、補助色の基

準に適合した色彩とします。 

強調色 

外壁等にアクセントをつける場合には、外壁等の各面の１/20 以下で、強調

色を使用することができます。ただし、補助色との合計面積は、1/5 以下と

します。 

 

●屋根の色彩 

建築物の屋根の色彩（陸屋根を除く。）を色彩基準の表（P43～45）のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

色彩基準は、以下の場合は適用の例外とします。 

⚫ 着色していない石、土、木、レンガ及びコンクリート等の素材を使用する場合 

⚫ 地区計画などで色彩基準を定めてあり、良好な景観づくりに貢献すると認められる場合 

⚫ 他の法令で色彩が規定されている場合（主に安全性や識別性のために、他の法令によって

色彩が規定されているもの） 

⚫ 景観上支障がないと市長が認める場合 
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① 建築物の建築等・工作物の建設等の色彩基準 

建築物の建築等、工作物の建設等の色彩基準は、各景観ゾーンの基準を適用します。なお、工

業・産業系大規模建築物に該当する場合は、P45 の色彩基準が適用されます。 

 
 

色彩基準（住居系市街地景観ゾーン） 

項 目 色 相 明 度 彩 度 

外壁等 

基調色 

0R（10RP）～5.0YR 
（5.0YR は含まない） 

4 以上 8.5 未満の場合 4 以下 

8.5 以上の場合 1.5 以下 

5.0YR～5.0Y 
4 以上 8.5 未満の場合 5 以下 

8.5 以上の場合 2 以下 

その他の有彩色 
4 以上 8.5 未満の場合 2 以下 

8.5 以上の場合 1 以下 

無彩色（N） 4 以上 9 未満 ― 

補助色 

0R（10RP）～5.0YR 
（5.0YR は含まない） 

3 以上 8.5 未満の場合 4 以下 

8.5 以上の場合 1.5 以下 

5.0YR～5.0Y 
3 以上 8.5 未満の場合 6 以下 

8.5 以上の場合 2 以下 

その他の有彩色 
3 以上 8.5 未満の場合 2 以下 

8.5 以上の場合 1 以下 

無彩色（N） 3 以上 ― 

強調色 自 由 

屋根 

0YR（10R）～5.0Y 

6 以下 

3 以下 

その他の有彩色 1 以下 

無彩色（N） ― 

 
 

色彩基準（商業系市街地景観ゾーン） 

項 目 色 相 明 度 彩 度 

外壁等 

基調色 

0R（10RP）～5.0YR 
（5.0YR は含まない） 

4 以上 8.5 未満の場合 4 以下 

8.5 以上の場合 1.5 以下 

5.0YR～5.0Y 
4 以上 8.5 未満の場合 6 以下 

8.5 以上の場合 2 以下 

その他の有彩色 
4 以上 8.5 未満の場合 2 以下 

8.5 以上の場合 1 以下 

無彩色（N） ４以上 9 以下 ― 

補助色 自 由 

強調色 自 由 

屋根 

0YR（10R）～5.0Y 

8 以下 

3 以下 

その他の有彩色 1 以下 

無彩色（N） ― 
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色彩基準（工業・産業系市街地景観ゾーン） 

項 目 色 相 明 度 彩 度 

外壁等 

基調色 

0Ｒ（10RP）～5.0Ｙ 4 以上 8.5 以下 ４以下 

その他の有彩色 4 以上 8.5 以下 ２以下 

無彩色（N） 4 以上 8.5 以下 ― 

補助色 

0R（10RP）～5.0YR 
（5.0YR は含まない） 

3 以上 8.5 未満の場合 ４以下 

8.5 以上の場合 1.5 以下 

5.0YR～5.0Y 
3 以上 8.5 未満の場合 ６以下 

8.5 以上の場合 ２以下 

その他の有彩色 
3 以上 8.5 未満の場合 ２以下 

8.5 以上の場合 １以下 

無彩色（N） 3 以上 9 以下 ― 

強調色 自 由 

屋根 

0YR（10R）～5.0Y 

6 以下 

３以下 

その他の有彩色 １以下 

無彩色（N） ― 

 
 

色彩基準（農地・丘陵地景観ゾーン） 

項 目 色 相 明 度 彩 度 

外壁等 

基調色 

0Ｒ（10RP）～5.0Ｙ 4 以上 8.5 以下 3 以下 

その他の有彩色 4 以上 8.5 以下 2 以下 

無彩色（N） 4 以上 8.5 未満 ― 

補助色 

0R（10RP）～5.0YR 
（5.0YR は含まない） 

3 以上 8.5 未満の場合 4 以下 

8.5 以上の場合 1.5 以下 

5.0YR～5.0Y 
3 以上 8.5 未満の場合 6 以下 

8.5 以上の場合 2 以下 

その他の有彩色 
3 以上 8.5 未満の場合 2 以下 

8.5 以上の場合 1 以下 

無彩色（N） 3 以上 9 未満 ― 

強調色 自 由 

屋根 

0YR（10R）～5.0Y 

6 以下 

3 以下 

その他の有彩色 1 以下 

無彩色（N） ― 
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② 工業・産業系大規模建築物の建築等の色彩基準 

工業・産業系大規模建築物の建築等の色彩基準は、各景観ゾーン共通です。 

 
 

色彩基準（各景観ゾーン共通） 

項 目 色 相 明 度 彩 度 

外壁等 

基調色 

0R（10RP）～5.0Y 4 以上 8.5 以下 3 以下 

その他の有彩色 4 以上 8.5 以下 2 以下 

無彩色（Ｎ） 4 以上 8.5 未満 ― 

強調色 

0R（10RP）～5.0Y 
高さ 20ｍ以下の部分 自 由 

高さ 20ｍを超える部分 3 以上 8.5 以下 ６以下 

その他の有彩色 
高さ 20ｍ以下の部分 自 由 

高さ 20ｍを超える部分 3 以上 8.5 以下 ４以下 

無彩色（Ｎ） 
高さ 20ｍ以下の部分 自 由 

高さ 20ｍを超える部分 3 以上 8.5 以下 ― 

屋根 

0YR（10R）～5.0Y 

6 以下 

3 以下 

その他の有彩色 1 以下 

無彩色（Ｎ） ― 

※工業・産業系大規模建築物の建築等については、補助色の設定はありません。強調色以外は基調色の適合範囲

となります。 

 

 

 

 

  

 

市内における自然環境色の色彩調査 
（色相及びトーン分析）の状況（令和 5 年実施） 

色には、色相のある有彩色と色相のない無

彩色があります。（詳しくは次ページを参照し

てください。） 

本市においては、みどりが景観の特徴であ

り、自然景観が景観特性の 1 つとなっていま

す。このような自然景観の色彩を調べてみる

と、大部分が有彩色のおだやかなトーンのも

のとなっており、無彩色はほとんど見られな

いことがわかります。 

従って、建築物の外壁等の色彩には、極力

有彩色で低彩度のものを使用していただく

と、周辺のみどりとより調和した景観づくり

ができます。 

有彩色で低彩度の外壁 

コラム：有彩色のススメ 
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本計画では、色を客観的・具体的に示す方法として、マンセル表色系（JIS  Z 8721）を採用

して基準を定めています。 

マンセル表色系では、ひとつの色を色相・明度・彩度という 3 つの属性で表します。 

 

■色相（色合い） 

赤、黄、緑など、色合いを表す尺度をいいます。色相は R(赤)、YR(黄赤)、Y(黄)、GY(黄緑)、

G(緑)、BG(青緑)、B(青)、PB(青紫)、P(紫)、RP(赤紫)の 10 色相の頭文字と、その変化を表

わす 0 から 10 までの数字を組み合わせて用います。なお、無彩色は N で表します。 

 

■明度（明るさ） 

色の明るさを表す尺度をいいます。明るい色ほど数値が大きくなります。 

 

■彩度（鮮やかさ） 

色の鮮やかさを表す尺度をいいます。鮮やかな色ほど数値が大きくなります。 

なお、最高彩度の数値は色相によって異なります。 

 

■マンセル値・表し方と読み方 

3 つの属性である色相、明度、彩度を順に並べて表記したものがマンセル値です。無彩色はニ

ュートラルの頭文字Ｎと明るさを組み合わせて表記します。 

コラム：色のものさし～マンセル表色系～ 
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４ 行為の届出と事前協議 

（１）届出対象行為 

景観法及び所沢市ひと・まち・みどりの景観条例に基づき、以下の行為については、市に届出

が必要です。 

届出の必要がない行為については、景観形成基準に基づく自己チェックなどを行い、良好な景

観づくりに努めるものとします。 

 

■届出対象行為 

行為の種別 行為の規模 

建築物の新築、増築、改築又は
移転 

当該建築物の高さ（増築又は改築にあっては、増築後又は

改築後の高さ）が 10ｍを超えるもの又は敷地の面積（同

一の者が当該行為を複数の隣接する敷地において行うと

きにあっては、その敷地の面積の合計）が 500 ㎡以上の

もの 

 

建築物の外観を変更することと

なる修繕若しくは模様替又は色

彩の変更 

当該建築物の外観の変更の面積が各立面で 20 分の１を

超え、かつ、当該建築物の高さが 10ｍを超えるもの又は

当該建築物の外観の変更の面積が各立面で 20 分の１を

超え、かつ、敷地の面積（同一の者が当該行為を複数の隣

接する敷地において行うときにあっては、その敷地の面

積の合計）が 500 ㎡以上のもの 

工作物の新設、増築、改築又は

移転 

当該工作物の高さ（増築又は改築にあっては、増築後又は

改築後の高さ）が 10ｍを超えるもの 

工作物の外観を変更することと

なる修繕若しくは模様替又は色

彩の変更 

当該工作物の外観の変更の面積が各立面で 20 分の１を

超え、かつ、当該工作物の高さが 10ｍを超えるもの 

     ※建築物：建築基準法第２条第１号に規定するもの 

    ※工作物：建築基準法施行令第 138 条第 1 項各号、第 2 項各号又は第 4 項各号に規定する 

もの 

 

（２）事前協議 

届出対象行為のうち、以下の大規模な行為については、景観法に基づく行為の着手の 90 日前

に、所沢市ひと・まち・みどりの景観条例に基づき、事前協議が必要となります。 

 

■事前協議が必要な行為 

 

 

 

 

 

  

建築物の建築等で、建築面積 3,000 ㎡以上のもの又は延べ面積 10,000 ㎡以上のもの 
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■行為の届出と事前協議の手続きフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届出対象行為 

景観法第 16 条及び 
所沢市ひと・まち・みどりの景観条例第 10 条 

建築物の建築等：敷地面積 500 ㎡以上のもの 

又は 

高さ 10ｍを超えるもの 

工作物の建設等：高さ 10ｍを超えるもの 

右記以外 
の行為 

事前相談（任意） 

事前協議 

所沢市ひと・まち・みどりの景観条例 
第 10 条の 2 

建築物の建築等で 
建築面積 3,000 ㎡以上のもの 

又は 
延べ面積 10,000 ㎡以上のもの 

景観 
アドバイザー 

行為の届出 

（景観法第 16 条第 1 項・第 2 項） 

【景観形成基準への適合状況を審査します】 
※ 工場・倉庫等の建築物の建築等で、建築面積 3,000 ㎡以上のもの

又は高さ 10ｍを超えるものは、工業・産業系大規模建築物の景観

形成基準を適用します。 

 

90 日 

意見を聴く 
ことができる 

30 日 
届出内容 
の変更 

景観形成基準 
に不適合 

勧告 

事前 
相談 

景観形成基準 
に適合 

届出内容に 
変更なし 

届出内容に 
変更あり 

景観審議会 
の意見聴取 

行為の着手 変更命令 

変更命令に 
従わない場合 行為の完了 公表 

罰則 
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●建築物の新築、増築、改築又は移転 

当該建築物の高さ（増築又は改築にあっては、増築後又は改築後の高さ）が 10ｍ

を超えるもの又は敷地の面積（同一の者が当該行為を複数の隣接する敷地におい

て行うときにあっては、その敷地の面積の合計）が 500 ㎡以上のもの 

●建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 

当該建築物の外観の変更の面積が各立面で 20 分の１を超え、かつ、当該建築物

の高さが 10ｍを超えるもの又は当該建築物の外観の変更の面積が各立面で 20 分

の１を超え、かつ、敷地の面積（同一の者が当該行為を複数の隣接する敷地にお

いて行うときにあっては、その敷地の面積の合計）が 500 ㎡以上のもの 

景観誘導をする行為 

 

●工場・倉庫等の工業・産業系建築物の新築、増築、改築又は移転 

当該建築物の建築面積が 3,000 ㎡以上のもの又は高さが 10m を超えるもの 

●工場・倉庫等の工業・産業系建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは 
模様替又は色彩の変更 

当該建築物の外観の変更の面積が各立面で 20 分の１を超え、かつ、当該建築物

の建築面積が 3,000 ㎡以上のもの又は当該建築物の外観の変更の面積が各立面

で 20 分の１を超え、かつ、当該建築物の高さが 10ｍを超えるもの 

景観計画区域 

（所沢市全域） 

 

●工作物の新設、増築、改築又は移転 

当該工作物の高さ（増築又は改築にあっては、増築後又は改築後の高さ）が 10ｍ

を超えるもの 

●工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 

当該工作物の外観の変更の面積が各立面で 20 分の１を超え、かつ、当該工作物

の高さが 10ｍを超えるもの 

届出対象行為以外の行為 
（届出不要） 

■まとめ 

届出対象行為と景観づくりの視点、景観形成基準の適用をまとめると、以下のとおりとなり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

建築物の建築等（届出対象行為） 

工業・産業系大規模建築物の建築等（届出対象行為） 

工作物の建設等（届出対象行為）       
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景観形成基準の適用 

配慮事項（各景観ゾーン） 

 

色彩基準（各景観ゾーン） 

 

 

景観づくりの視点 

 

色彩基準（各景観ゾーン） 

 

景観ゾーン・行為の内容に応じて景観形成基準への適合に努める 

共
通
事
項 

色彩基準 
（各景観ゾーン共通） 

商業系市街地景観ゾーン 

住居系市街地景観ゾーン 

 商業系市街地景観ゾーン 

農地・丘陵地景観ゾーン 

 

農地・丘陵地景観ゾーン 

 

商業系市街地景観ゾーン 

住居系市街地景観ゾーン 
 

配慮事項 
（各景観ゾーン共通） 

住居系市街地景観ゾーン 

 

農地・丘陵地景観ゾーン 

 

配慮事項 
（各景観ゾーン共通） 

工業･産業系市街地景観ゾーン 工業･産業系市街地景観ゾーン 

景
観
ゾ
ー
ン
別
事
項 

工業･産業系市街地景観ゾーン 


